
第１１回 農業委員会総会議事録 

日 時   令和３年５月２５日  １３：３０～１３：４５ 

場 所   役場庁舎 会議室２ 

出席委員（承認印） 

１番 

島次 

２番 

垰田 

３番 

李 

４番 

八田 

５番 

柚原 

６番 

西野 

７番 

水崎 

８番 

小山 

９番 

鎌田 

10番 

真野 

11番 

阿部 

12番 

松島 

13番 

出羽 

 欠席委員：真野委員 

 議案説明のため出席した職員：中道事務局長、山下主事 

 

１ 開会 

 

２ 議事録署名委員の指名 

                  ９番    鎌田委員 

                 １１番    阿部委員 

 

３ 報告事項 

（１）諸般の報告について 

 （２）５月の業務報告について 

 （３）６月の業務予定について 

  

４ 議案 

 第１号 合意解約通知の成立状況の確認について 

第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第３号 職権による登記地目変更願について 

 

５ 協議事項 

 （１）その他 

 

６ その他 

（１）次回の総会         ６月２５日（金）午後１時３０分から 

（２）その他           
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お疲れ様でございます。 

ただ今から第１１回農業委員会総会を開会いたします。 

礼を交わします。起立。礼。 

本日、真野委員から欠席の届出がありましたので、ご報告いたします。 

ただ今の出席委員数は、１２名で定足数に達しております。 

それでは、出羽会長の進行でお願いいたします。 

 

お忙しい中、大変ご苦労様でございます。 

それでは、さっそく総会を始めていきたいと思います。 

日程２の議事録署名委員の指名をいたします。 

 

９番 鎌田委員、１１番 阿部委員、この両名を指名いたします。 

 

続きまして日程３の報告事項に入ります。 

（１）諸般の報告について 

 皆様方から何かございますか。 

 なければ（２）５月の業務報告 及び（３）６月の業務予定について、事務

局から説明願います。 

 

議案３ページをお開きください  

（２）５月の業務報告についてですが、５月２日役場庁舎落成式及び内覧会

が開催されております。 

５月７日、臨時議会が開催されております。 

次に（３）６月の業務予定ですが、６月１日、南十勝農業委員会連絡協議会

が更別村で開催予定で、今年度の各種行事の開催について協議がされる予定と

なっております。 

６月１５日にコロナ禍にありまして来賓等一部規模を縮小しまして、平和祭

が執行予定です。 

６月１６日から２３日の会期で、６月議会定例会が開会予定です。 

業務報告及び業務予定は以上です。 

 

以上で報告事項を終わります。 

次に、議案の審議へ移ります。 

議案第１号 合意解約通知の成立状況の確認について 

１番について、事務局から説明願います。 

 

【議案第１号 番号１番について朗読説明】 

本案件につきましては、書類等の不備はなく、農地法第１８条第１項第２号

の規定に基づく引き渡し前６ヶ月以内に成立した双方合意による解約がされ

ておりますので、賃貸借の解約が成立していると考えます。 

説明は以上です。 

 

ただいま事務局から説明がありました。 

それでは、番号１番について質疑を受けたいと思います。 

質疑はありませんか。 
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（「ありません」の声） 

 

質疑がないということですので、質疑なきものと認め、採決に入ります。 

議案第１号 合意解約の番号１番について、承認決定することに異議ありま

せんか。 

 

（「ありません」の声） 

 

議案第１号 合意解約の番号１番は、原案どおり可決決定されました。 

 

続いて、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、 

（１）所有権移転の番号１番について、事務局から説明願います。 

 

【議案第２号 番号１番について朗読説明】 

なお、別紙でお配りしている資料、調査書１ページに記載のとおり、更別村

の営農証明書を徴し、農作業常時従事要件など確認済で、農地法第３条第２項

各号には該当しなく、許可要件のすべてを満たしております。 

説明は以上です。 

 

ただいま事務局から説明がありました。 

番号１番について、地区担当委員の意見を求めます。 

 

３番 李委員 何か補足などありませんか。 

 

ありません。 

 

私も地区担当委員ですが、更別村の営農証明も確認しており、営農への常時

従事日数や農地の利用状況など特に問題ないと思います。 

 

それでは、所有権移転の番号１番について質疑を受けたいと思います。 

質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声） 

 

質疑がないようですので、質疑なきものと認め、採決に入ります。 

議案第２号（１）所有権移転の番号１番について原案どおり可決決定するこ

とに異議ありませんか。 

 

（「ハイ」の声） 

 

それでは、議案第２号（１）所有権移転の番号１番は、原案どおり可決決定

されました。 

 

次に、議案第３号 職権による登記地目変更について、 

職権による登記地目変更の番号１番について、事務局から説明願います。 
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【議案第３号 番号１番について朗読説明】 

 

ただいま事務局から説明がありました。 

番号１番について現地確認委員の意見を求めます。 

 

１番 島次代理 何か補足などありませんか。 

 

ありません。 

 

８番 小山委員 何か補足などありませんか。 

 

ありません。 

 

それでは番号１番について質疑を受けたいと思います。 

質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声） 

 

質疑がないということですので、質疑なきものと認め採決に入ります。 

職権による登記地目変更の番号１番について、原案どおり可決決定すること

に異議ありませんか。 

 

（「ハイ」の声） 

 

それでは、番号１番は原案どおり可決決定しました。 

以上で議案の審議を終わります。 

 

次に日程５の協議事項に入ります。 

協議事項の（１）その他についてですが、事務局からはないようですが、皆

さんから何かございますか。 

 

（「ありません」の声） 

 

ないようですので、次に、日程６その他ですが 

（１）次の総会の日程について、事務局からお願いします。 

 

次回の総会ですが、６月２５日金曜日、午後１時３０分からでお願いいたし

ます。 

 

次回の総会は、６月２５日金曜日の午後１時３０分からということで、お願

いいたします。 

 

その他、皆さんから何かありますか。 

 

私から、４点ご連絡とご協力のお願いがございます。 

まず、１点目は農業者年金の加入促進活動についてです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年６月は、農業者年金の加入促進月間となっています。 

６月１日から６月１５日までの期間で加入促進活動として、対象者への戸別

訪問を行って頂きたいと思います。 

お手元に農業者年金加入推進案内者一覧表を配布していますのでご覧くだ

さい。 

リストに訂正があります。１２番の島次さんと１３番の道見さんについて

は、法人のため削除してください。 

過去に訪問していただいた１番から１５番までの対象者へは後日、事務局か

ら加入案内およびパンフレットを郵送いたします。 

下段１６番から２０番までの方は、昨年度、本年度からの新規就農者および

入籍され農業に従事されていると思われる方々ですので、訪問により加入案内

をお願い致します。 

なお、訪問対象者様へは粗品およびパンフレットがございます。 

対象の委員さんの机上に配付させていただいておりますので、戸別訪問の

際、配布をお願い致します。 

 

次に２点目は、自家用自動車の公務使用についてです。 

自家用自動車の公務使用に関する規則に基づき、総会や各種研修会の時の自

家用車の公務使用における公務災害補償のため、本日、公務使用承認登録申請

書を２枚もしくは１枚お配りしております。 

詳細については、申請書につけてあるピンク色の付箋に記載しております

が、お手元に申請書が２枚ある方は、昨年提出していただいた車の車検もしく

は任意保険の期限切れを迎えている方です。 

うち１枚には昨年登録していただいた車の情報等を記載しておりますので、

空欄に必要事項を記入して提出してください。 

また、２枚目には全項目空欄の書類をお付けしております。 

車種を変更した場合や追加する場合には、こちらの書類に必要事項を記載

し、提出してください。 

柚原委員および眞野委員については、全項目空欄の申請書を１枚配布してお

ります。 

昨年提出していただいた車の車検・任意保険はともにまだ期限が来ておりま

せんので、申請書の提出は不要ですが、車種の変更・追加がある場合は提出を

お願いします。 

なお、添付資料として最新の車検証の写し及び任意保険証の写しが必要とな

っておりますので、忘れずに添付してご提出ください。 

提出期限ですが、次回総会６月２５日までに提出をお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

３点目です。総務課から各制度の周知依頼ということで、農業委員さんにつ

きましては、村づくりにおける貴重な担い手であることからも、ぜひ積極的な

参加をいただきたく、ご案内させていただきます。 

１つめは、メール配信について資料をご覧ください。 

令和元年度にも一度お知らせをさせていただいておりますが、村で行ってい

るメール配信について改めてご紹介します。 

情報無線やお悔やみ情報、防災情報などの内容をメール配信しています。 

情報無線を聞き逃した場合や村外外出中でもメールに情報が入ってきます
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ので、大変便利なものとなっています。 

また、災害時においては、避難情報などもこのメールで配信することとなっ

ていますので、もし登録されていない方がいらっしゃいましたら、ぜひご登録

をお願いいたします。 

次に村主催で行っております健康ポイント事業参加についてのご案内です。 

日ごろの消費カロリーや食生活の偏り具合、また、各部位の筋肉量や脂肪量

の細かな測定が出来たり、健康に寄与する各種イベントを例年開催しており、

今年も６月１日から開催されます。 

参加料については、基本コースが無料で、歩数により千円分の景品交換がで

き、また、チャレンジコースでは、参加料が千円で、歩数により 5千円分の景

品交換もできます。 

活動量計は、福祉課で無料貸出しておりますので、健康づくりに興味のある

委員さんはぜひ参加をご検討ください。 

 

４点目です。北海道農業者年金協議会から年１回の広報誌である北こぶしの

配布がありました。そのほか「北海道女性農業委員・農地利用最適化推進委員

通信」と「農業委員・農地利用最適化推進員における農地の売買・賃借・転用

相談のためのＱ＆Ａ集」をお手元にお配りしておりますので、ご一読いただけ

ればと思います。 

長くなりましたが、私からは以上です。 

 

他にありませんか。 

 

（「ありません」の声) 

 

なければ、以上で第１１回総会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

（「お疲れ様でした」の声） 

（１３時４５分閉会） 


